
資料２ 

1 

 

基本計画(案) 新旧対照表 

頁 

(旧) 

(新) 

章 
大
項
目 

小
項
目 

旧 新 

７ 

７ 
２ ３  

令和４年 10 月策定の朝日町新庁舎建設

基本構想の第５章 整備方針の検討 

３ 機能・仕様の検討において整理し

た新庁舎に求められる機能を踏まえ、

以下の通り 10 の機能等に細分化し整理

しました 

基本構想の「第５章 整備方針の検討 

３ 機能・仕様の検討」において整理

した新庁舎に求められる機能を踏ま

え、以下の通り 10 の機能等に細分化し

整理しました。 

９ 

９ 
２ ４ （２） 

【事務スペース】 

・事務スペースは、明るくオープン

な空間とします。事務スペースと

来庁者利用スペースを明確に区分

することで、行政情報の第三者へ

の漏洩防止を行います。 

・ユニバーサルプラン（※●）やフ

リーアクセスフロア（※●）の導

入などにより、将来の組織再編等

の対して容易にレイアウト変更可

能な柔軟な配置計画とします。 

【事務スペース】 

・事務スペースは、明るくオープン

な空間とします。事務スペースと

来庁者利用スペースを明確に区分

することで、行政情報の第三者へ

の漏洩防止を行います。 

・ユニバーサルプラン（※●）やフ

リーアクセスフロア（※●）の導

入などにより、将来の組織再編等

の対して容易にレイアウト変更可

能な柔軟な配置計画とします。 

 

図 ユニバーサルプラン 

10 

10 
２ ４ （２） 

【会議室】 

・会議室は、大小様々な会議や研修

などに対応できるよう、大・中・

小それぞれの規模の会議室を配置

し、且つパーテーション等を設け

るなどフレキシブルに利用できる

よう検討します。 

・持ち運び容易なモバイル端末、大

型モニターなどを活用したリモー

ト会議システムの導入など、ICTを

活用した庁内環境を整備し、会

議・研修会だけでなく、災害時の

対応が可能となるよう、会議スペ

ースの有効利用を図ります。 

・町民利用が可能な会議室の配置を

検討するなど、稼働率が高める運

用とします。 

・各会議室とは別に、町長への来

客、記者会見の場として特別会議

室を町長室に隣接して配置しま

す。 

・選挙時の投開票に利用できる会議

室あるいはスペースを設置しま

す。 

【会議室】 

・現庁舎における稼働率を鑑み、各

階に適正な面積を配置します。ま

た様々な規模の会議や研修に対応

できるよう、大・中・小それぞれ

の会議室を配置、かつパーテーシ

ョン等の利用により用途に応じた

利用が可能な計画を検討します。 

・１階に配置する会議室は職員と町

民の併用利用も可能、２階の大会

議室は選挙の開票や非常時には災

害対策本部機能を担うことも想定

し、有効利用を図ります。 

 

従来型 ユニバーサルプラン 

  

 



資料２ 

2 

 

頁 

(旧) 

(新) 

章 
大
項
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小
項
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10 

10 
２ ４ （２） 

【打合せスペース】 

・打合せスペースとして、課内での

打合せ等に使用する間仕切りした

コーナーを各課に設置します。 

【打合せスペース】 

 ・課内の打合せ等に使用するため、

間仕切りした打合せスペースを各

階の執務室内に設置します。 

10 

11 
２ ４ （２） 

【相談室】 

・福祉、子育て、税務相談などプラ

イバシーに配慮した相談室をそれ

ぞれのフロアに設置します。 

【相談室】 

・福祉、子育て、税務相談などプラ

イバシーに配慮した相談室を、町

民利用の多く想定される１階及び

２階に設置します。 

 

11 
２ ４ (4) ― 

【Wi-Fi 環境】 

 ・職員、議会及び来庁者等が使用す

ることが可能な Wi-Fi 環境を整備

し、職員及び議員の執務の効率化

と来庁者の活動支援を行います。 

11 

12 
２ ４ （３） 

【議場】 

・議員席・執行部席の席配列は直列

形式を採用し、大会議室など、議

会以外での利用や将来の議員定数

の変動に対応するため机や椅子は

可動式のものとします。 

・設備面では、議会審議中継、議事

録作成のため録画・録音・中継・

音響設備を完備し、カメラ制御の

ための議会事務局操作席を配置し

ます。また、各議員所有のタブレ

ット使用のための Wi-Fi 設備、議

員及び説明者資料提示用モニター

又はプロジェクタースクリーンの

設置などの環境整備を検討しま

す。傍聴席は、障がい者等多様な

町民が気軽に議会を傍聴できるよ

う設置し、議会傍聴規則を考慮し

傍聴者の導線を意識して配置しま

す。 

【議場】 

・議員席・執行部席の座席配列は直

列形式を採用し、大会議室など、

議会以外での利用や将来の議員定

数の変動に対応するため机や椅子

は可動式のものとします。 

・設備は、議会審議中継、議事録作

成のため録画・録音・中継・音響

設備を設置し、カメラ制御のため

の議会事務局操作席を配置しま

す。また、議員及び説明者資料提

示用モニター又はプロジェクター

スクリーンの設置などの環境整備

を検討します。傍聴席は、障がい

者等多様な町民が気軽に議会を傍

聴できるよう設置し、議会傍聴規

則を考慮し傍聴者の導線を意識し

て配置します。 

11 

12 
２ ４ （３） 

席配置の考え方 

・正面に執行部席が議長席をはさんで

両側に配置される。 

・傍聴席は議員席の背後に配置され

る。 

席配置の考え方 

・正面に議長席、議長席の両サイドに

執行部席を配置する。 

・議員席の背後に傍聴席を配置する。 

12 

13 
２ ４ （３） 

【議員控室】 

・全議員が集まるスペースとして配

置します。平常時は全員協議会と

して使用し、会議のない時間帯に

は個人作業ができるようデスク・

チェアを数か所配置します。また

手荷物管理のためロッカーを配置

します。 

・災害時には議会としての防災拠点

として使用するため、災害情報を

把握するためのモニター等の設置

【議員控室】 

・全議員が集まるスペースとして配

置します。平常時は全員協議会と

して使用し、会議のない時間帯に

は、議員同士の意見交換をした

り、個人作業ができるようデス

ク・チェアを数箇所配置します。

また手荷物管理のためロッカーを

配置します。 

・災害時には議会としての防災拠点

として使用するため、災害情報を
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章 
大
項
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小
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旧 新 

を検討します。 把握するためのモニター等の設置

を検討します。 

12 

13 
２ ４ （３） 

【議会倉庫・書庫】 

・議会関係の文書、備品保管庫とし

て設置します。 

【議会倉庫・書庫】 

・議会関係の文書、図書や備品保管

庫として設置します。 

15 

17 
２ ４ （７） 

【おもいやり駐車場】 

・来庁者用の駐車場には、障がい者

等に配慮した「おもいやり駐車

場」を確保し、駐車後の庁舎への

導線を意識した配置とします。 

・駐車場から庁舎に向かう歩道も、

雨に濡れない動線とし、雨天時に

も移動しやすくなるよう検討しま

す。 

【おもいやり駐車場】 

・来庁者用の駐車場には、障がい者

等に配慮した「おもいやり駐車

場」を確保し、駐車後の庁舎への

動線を意識した配置とします。 

・駐車場から庁舎に向かう歩道は、

雨に濡れないような動線の計画・

軒や幌の設置を行うなど、雨天時

にも移動しやすくなるよう検討し

ます。 

15 

17 
２ ４ （７） 

【エレベーター】 

・エレベーターは、視認性に配慮し

分かりやすい配置となるように検

討します。 

・エレベーターは、車いすが回転で

きる十分なスペースを確保しま

す。 

・エレベーターは、緊急時にストレ

ッチャーが収容できる規格のもの

を採用します。 

【エレベーター】 

・エレベーターは、視認性に配慮し

分かりやすい位置への配置及び急

病時のストレッチャーの使用や、

機器や書庫など大型の荷物の運搬

を想定し、十分なスペースを確保

できる規格のものを検討します。 

― 

29 
３ １ (3) 

 

 

 

（評価項目として現庁舎と各候補地の

距離を参考としてを追加） 

 

 


